
 
 
 

 
平成 15 年２月 13 日  
県消費生活センター 

 
 

 緊急消費者情報〔身に覚えのない請求通知書〕 
 
 「突然、債権回収業者を名乗る業者から、携帯電話における出会い系
アダルトサイト利用代金が未納になっているという請求通知書が届い
たが、どうすればよいか？」という苦情相談が殺到しています。 
この請求通知書（別紙サンプル）は、本県有田地域のある高校を卒業

した方の自宅へ郵送されており、利用の有無にかかわらず無作為に送り
つけられています。 
利用していないのであれば、どのような請求があっても一切支払に応

じないようにして下さい。また、不用意に個人情報を漏らさないよう心
がけるとともに、同窓生にも注意を呼びかけて下さい。 
 
■和歌山県消費生活センターへの同事例苦情相談件数   ７９件 
    平成１５年２月１２日           ４５件 
         ２月１３日（午後１時現在）   ３４件 

 
□相談内容 

Ａ．アドバイス 

請求している業者は、架空請求は承知の上で、勘違いする人や、脅し文句に屈して

支払う人をねらっているものと考えられます。 

こうした事例に巻き込まれた場合は、請求に身に覚えがなければ絶対に応じないと

いう一貫した姿勢が大切です。 

もっとも、利用していた場合は、利用料金を支払わなければなりませんが、突然の

回収業者を名乗る所からの請求には応じる必要はありません。 
 昨年１０月末、まったく同様の事例が県内で頻発し、身に覚えのない督促には応じ
ないよう呼びかけたところです。

問合せ先 
 和歌山市西汀丁２６ 県経済センター２階 
  県消費生活センター 担当 和田,赤坂 ℡ 073-433-0241 

Ｑ．身に覚えのない電話情報料               （相談者 ２９歳 男性）
突然、心当たりのない業者から、請求書在中と書かれた封書が届いた。 
封書の中には、返済請求通知書が入っており、３日以内に未納代金１９,４８０円を指定の

銀行口座へ振り込むようにと書いてある。期日までに振り込まなければ、自宅や実家、勤務先
会社等へ集金に行くとあり、さらに法的手段や債権譲渡もあり得るようだ。 
全く出会い系アダルトサイトなど利用した覚えはないが、支払わなければ金額も増え、集金

に来られたらと思うと不安になる。どうすればよいか？ 



 


